
論
説

中
国
に
お
け
る
生
殖
補
助
医
療
の
状
況

夏

芸

夏

、
は
じ
め
に

　
生
殖
補
助
医
療
技
術
が
中
国
で
適
用
さ
れ
始
め
た
時
期
は
比
較
的
遅
い
。
一
九
八
二
年
に
湖
南
医
学
院
付
属
病
院
で
冷
凍
精
液
を
用

い
て
生
ま
れ
た
子
供
が
中
国
最
初
の
人
工
授
精
成
功
例
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
八
八
年
三
月
、
北
京
大
学
付
属
第
三
病
院
で
実
施
さ
れ

た
体
外
受
精
で
の
子
供
が
生
ま
れ
た
。
以
来
、
生
殖
補
助
医
療
技
術
は
多
く
の
人
々
に
積
極
的
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
の
技
術
も
迅
速
に

発
展
し
、
受
精
卵
ー
胚
子
宮
内
移
植
、
配
偶
子
（
精
子
・
卵
子
）
卵
管
内
移
植
、
胚
冷
凍
融
解
、
顕
微
鏡
受
精
、
移
植
前
胚
遺
伝
学
診

断
な
ど
の
方
法
が
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
生
殖
補
助
医
療
技
術
は
中
国
で
多
く
の
人
々
に
好
意
的
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
が
不
妊
症
患
者
に
福
音
を
も

た
ら
す
こ
と
は
勿
論
と
し
て
、
健
康
な
夫
婦
に
も
生
殖
保
険
を
提
供
す
る
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
中
国
で
は
、
「
計
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画
生
育
」
政
策
を
取
り
、
卵
管
結
紮
或
い
は
精
管
結
紮
と
い
う
避
妊
手
術
は
今
日
に
お
い
て
着
実
な
避
妊
手
段
と
し
て
よ
く
実
施
さ
れ

て
い
る
た
あ
、
一
般
の
健
康
な
夫
婦
で
も
、
生
殖
補
助
医
療
技
術
を
利
用
す
れ
ば
、
避
妊
手
術
を
実
施
す
る
前
に
、
冷
凍
技
術
に
よ
り

夫
婦
の
精
子
、
卵
子
或
い
は
受
精
卵
（
胚
）
を
保
存
し
て
お
い
て
、
万
が
一
の
事
態
に
備
え
て
再
度
自
分
の
子
を
産
む
チ
ャ
ン
ス
を
確

保
し
て
お
こ
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
で
、
例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
ま
で
に
、
北
京
大
学
付
属
第
三
病
院
で
は
五
〇
〇
〇
人
の
不
妊
患
者
に
体
外
受
精

を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
〇
〇
〇
人
以
上
の
元
気
な
子
供
が
出
生
し
た
と
い
う
。
現
在
中
国
に
は
二
〇
〇
以
上
の
不
妊
症
治
療
セ
ン

タ
ー
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
条
件
を
完
備
し
て
い
る
大
き
な
規
模
の
セ
ン
タ
ー
が
一
〇
ケ
所
ほ
ど
あ
る
の
で
、
こ
の
数
字
か
ら
、
現
段
階
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

中
国
に
お
け
る
生
殖
補
助
医
療
技
術
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
数
の
大
凡
を
推
測
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
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二
、
中
国
衛
生
部
の
対
応

　
中
国
に
は
今
の
と
こ
ろ
、
生
殖
補
助
医
療
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
す
る
法
律
は
な
い
。
生
殖
補
助
医
療
は
、
も
っ
ぱ
ら
中
国
衛
生
部

が
公
布
し
た
い
く
つ
か
の
医
療
機
関
を
規
制
す
る
部
門
規
則
の
も
と
で
実
施
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
衛
生
部
の
規
則
に
よ
れ
ば
配
偶
者
間
人
工
授
精
（
諺
葺
h
置
巴
H
ロ
ω
①
巨
5
暮
一
〇
昌
9
国
垢
げ
p
づ
島
゜
以
下
は
A
I
H
に
よ
る
人
工
授

精
と
略
す
）
、
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
（
〉
憎
け
庄
9
巴
ぎ
゜
。
①
ヨ
ぢ
鉾
一
8
ξ
U
o
ロ
0
5
以
下
で
は
A
I
D
に
よ
る
人
工
授
精
と
略
す
）
、

夫
婦
の
配
偶
子
で
の
体
外
受
精
（
妻
の
卵
子
と
夫
の
精
子
で
体
外
受
精
さ
せ
、
妻
が
妊
娠
、
出
産
す
る
方
法
。
以
下
で
は
、
A
I
H
に

よ
る
体
外
受
精
と
略
す
）
、
非
夫
婦
の
配
偶
子
で
の
体
外
受
精
（
通
常
、
二
種
類
の
方
法
が
あ
る
。
一
、
夫
精
子
と
ド
ナ
i
卵
子
に
よ

る
体
外
受
精
、
妻
が
妊
娠
、
出
産
す
る
。
二
、
妻
卵
子
と
ド
ナ
…
精
子
に
よ
る
体
外
受
精
、
妻
が
妊
娠
、
出
産
す
る
。
以
下
で
は
、
A



I
D
に
よ
る
体
外
受
精
と
略
す
）

ン
人
間
研
究
は
認
め
て
い
な
い
。

を
実
施
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
胚
の
提
供
、
代
理
出
産
の
実
施
な
ど
を
禁
止
、
ま
た
は
、

（一

j
　
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
管
理
弁
法
」
と
「
ヒ
ト
精
子
庫
管
理
弁
法
」
の
公
布
（
二
〇
〇
一
年
）

ク
ロ
i

　
中
国
衛
生
部
は
、
二
〇
〇
一
年
二
月
二
十
日
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
す
る
医
療
機
関
の
行
動
を
規
制
す
る
た
め
に
、
衛
生
部
命

令
と
し
て
、
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
管
理
弁
法
」
（
以
下
で
「
生
殖
技
術
弁
法
」
と
略
す
）
お
よ
び
「
ヒ
ト
精
子
庫
管
理
弁
法
」
（
以
下

で
「
精
子
庫
弁
法
」
と
略
す
）
を
公
布
し
た
。
続
い
て
、
同
年
五
月
十
四
日
、
衛
生
部
は
衛
生
部
公
文
書
と
し
て
、
「
ヒ
ト
補
助
生
殖

技
術
規
範
」
、
「
ヒ
ト
精
子
庫
基
本
標
準
」
、
「
実
施
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
的
倫
理
原
則
」
（
以
下
、
「
規
範
・
標
準
・
原
則
」
と
略
す
場
合

が
あ
る
）
を
公
布
し
た
。
以
上
の
各
命
令
お
よ
び
各
公
文
書
は
す
べ
て
二
〇
〇
一
年
八
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
1
　
「
生
殖
技
術
弁
法
」
要
旨

　
ま
ず
、
生
殖
補
助
医
療
技
術
の
応
用
は
医
療
機
構
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
医
療
を
目
的
と
し
、
国
家
計
画
生
育
政
策
、
倫
理
原
則

と
関
係
あ
る
法
律
の
規
定
に
従
う
こ
と
、
い
か
な
る
方
式
で
あ
れ
配
偶
子
、
受
精
卵
、
胚
を
売
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
、
あ
ら

ゆ
る
方
式
で
の
代
理
出
産
も
そ
の
実
施
を
禁
止
す
る
（
第
三
条
）
。

　
そ
し
て
、
夫
の
精
子
に
よ
る
人
工
授
精
を
実
施
す
る
医
療
機
構
は
所
在
地
人
民
政
府
衛
生
行
政
部
門
の
審
査
お
よ
び
許
可
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
ド
ナ
ー
精
子
に
よ
る
人
工
授
精
、
体
外
受
精
ー
胚
の
移
植
お
よ
び
関
連
技
術
を
実
施
す
る
医
療
機
構
は
、
所
在
地
人
民

政
府
衛
生
行
政
部
門
の
審
査
お
よ
び
衛
生
部
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
八
条
）
。

　
ド
ナ
i
精
子
に
よ
る
人
工
授
精
、
体
外
受
精
－
胚
の
移
植
お
よ
び
関
連
技
術
を
実
施
す
る
医
療
機
構
は
、
衛
生
部
に
許
可
さ
れ
た
ヒ
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ト
精
子
セ
ン
タ
ー
と
精
子
提
供
に
関
す
る
協
議
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
ら
精
子
を
採
取
す
る
こ
と
を
厳
し
く
禁
止
す
る
（
第
一

五
条
）
。

　
他
に
は
、
性
別
の
選
択
が
禁
止
さ
れ
る
が
、
法
律
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
（
第
一
七
条
）
、
お
よ
び
右
の
規
定

を
違
反
す
る
場
合
の
罰
則
（
第
二
一
条
、
二
二
条
）
な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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2
　
「
精
子
庫
弁
法
」
要
旨

　
ヒ
ト
精
子
セ
ン
タ
ー
は
医
療
機
構
内
に
設
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
条
）
。

　
精
子
の
採
集
は
当
事
者
の
自
由
意
思
お
よ
び
社
会
倫
理
原
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
個
人
お
よ
び
機
関
も
営
利
の
目

的
で
精
子
採
取
・
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
三
条
）
。

　
精
子
の
提
供
者
は
二
二
歳
か
ら
四
五
歳
ま
で
の
健
康
な
男
性
で
（
第
一
五
条
）
、
同
一
の
ヒ
ト
精
子
セ
ン
タ
ー
に
限
っ
て
精
子
の
提

供
を
し
（
第
一
八
条
）
、
同
一
の
提
供
者
は
最
大
限
五
人
の
女
性
ま
で
妊
娠
さ
せ
る
こ
と
（
第
二
〇
条
）
、
ヒ
ト
精
子
セ
ン
タ
ー
は
採
取

し
た
精
子
を
六
ヶ
月
冷
凍
し
た
後
に
、
衛
生
部
に
許
可
さ
れ
た
医
療
機
構
に
提
供
で
き
、
新
鮮
な
精
子
の
提
供
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と

（
第
一
九
条
）
な
ど
で
あ
る
。

　
　
　
（
一
一
）
　
「
規
範
・
標
準
・
原
則
」
の
修
訂
お
よ
び
公
布
（
二
〇
〇
三
年
）

　
し
か
し
、
そ
の
後
、
中
国
に
お
け
る
生
殖
補
助
医
療
技
術
は
著
し
く
進
歩
し
、
二
〇
〇
一
年
に
実
施
さ
れ
た
「
規
範
．
標
準
．
原
則
」

で
は
現
状
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
状
況
が
出
て
き
た
。
そ
の
た
あ
、
衛
生
部
は
二
〇
〇
二
年
三
月
か
ら
数
度
専
門
家
の
意
見
を
聞
き
、

先
進
国
の
実
施
し
て
い
る
技
術
規
範
を
参
照
し
て
中
国
の
実
情
に
基
づ
き
、
「
規
範
・
標
準
．
原
則
」
の
修
訂
作
業
を
行
っ
た
。
そ
し



て
、
二
〇
〇
三
年
六
月
二
十
七
日
、
新
た
に
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
、
「
ヒ
ト
精
子
庫
基
本
標
準
と
技
術
規
範
」
、
「
ヒ
ト
補
助
生

殖
技
術
と
ヒ
ト
精
子
庫
倫
理
原
則
」
（
新
「
規
範
・
標
準
・
原
則
」
と
略
す
）
が
公
布
さ
れ
、
同
年
十
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
。
そ

れ
と
同
時
に
、
旧
「
規
範
・
標
準
・
原
則
」
が
廃
止
さ
れ
た
。

　
ー
　
二
〇
〇
三
年
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
要
旨

　
二
〇
〇
三
年
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
ま
ず
、
旧
「
生
殖
技
術
弁
法
」
の
言
う
体
外
受
精
－
胚
移
植
お
よ
び
関
連
技
術
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
（
6
）

確
に
、
体
外
受
精
－
胚
移
植
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
配
偶
子
卵
管
内
移
植
ま
た
は
受
精
卵
卵
管
内
移
植
、
顕
微
鏡
受
精
、
胚
冷
凍
融
解
、
胚
移
植
前
遺
伝
学

診
断
等
技
術
を
指
す
と
定
義
す
る
。

　
ま
た
、
「
生
殖
技
術
弁
法
」
は
体
外
受
精
ー
胚
移
植
お
よ
び
関
連
技
術
を
実
施
す
る
場
合
の
精
子
提
供
に
関
し
て
し
か
規
定
を
置
い

て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
二
〇
〇
三
年
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
、
卵
子
の
提
供
は
人
道
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
商
業
的

行
為
を
禁
止
し
、
卵
子
の
提
供
は
生
殖
補
助
医
療
の
実
施
で
剰
余
す
る
も
の
に
限
る
、
な
ど
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
、
「
生
殖
技
術
弁
法
」
の
規
定
し
た
ω
国
家
計
画
生
育
政
策
、
倫
理
原
則

と
関
係
あ
る
法
律
の
規
定
に
従
う
、
㈹
い
か
な
る
方
式
に
よ
っ
て
も
配
偶
子
、
受
精
卵
、
胚
を
売
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
、
倒
い
か

な
る
方
式
に
よ
る
代
理
出
産
の
実
施
を
禁
止
す
る
、
㈹
性
別
の
選
択
を
禁
止
す
る
が
法
律
の
規
定
が
あ
る
場
合
除
外
す
る
、
と
い
う
四

つ
の
行
動
規
範
を
さ
ら
に
拡
大
し
て
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
す
る
医
師
に
、
以
下
の
よ
う
な
一
五
か
条
の
行
為
準
則
を
守
る
こ
と
を

要
求
す
る
ー
ω
国
家
人
口
お
よ
び
計
画
生
育
に
関
す
る
法
律
、
法
規
定
を
厳
し
く
遵
守
す
る
こ
と
、
②
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ

ン
ト
原
則
を
厳
し
く
守
る
こ
と
、
⑧
患
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
尊
重
す
る
こ
と
、
ω
医
学
上
必
要
の
な
い
性
別
の
選
択
を
禁
止

す
る
こ
と
、
⑤
代
理
出
産
技
術
の
実
施
を
禁
止
す
る
こ
と
、
⑥
胚
の
提
供
を
禁
止
す
る
こ
と
、
㎝
不
妊
症
の
治
療
を
目
的
と
す
る
ヒ
ト
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卵
胞
漿
移
植
お
よ
び
細
胞
核
移
植
技
術
の
実
施
を
禁
止
す
る
こ
と
、
⑧
ヒ
ト
の
配
偶
子
と
異
種
配
偶
子
と
を
雑
交
す
る
こ
と
、
ヒ
ト
の

体
内
に
異
種
の
配
偶
子
・
受
精
卵
・
胚
を
移
植
す
る
こ
と
、
異
種
体
内
に
ヒ
ト
配
偶
子
・
受
精
卵
・
胚
を
移
植
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る

こ
と
、
㈲
生
殖
を
目
的
と
す
る
ヒ
ト
の
配
偶
子
・
受
精
卵
・
胚
に
対
す
る
遺
伝
子
操
作
を
禁
止
す
る
こ
と
、
0
0
近
親
者
間
の
精
子
と
卵

子
と
の
結
合
を
禁
止
す
る
こ
と
、
ω
ひ
と
つ
の
治
療
周
期
に
お
い
て
、
配
偶
子
ま
た
は
受
精
卵
は
、
同
一
の
女
性
お
よ
び
同
一
の
男
性

か
ら
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
⑫
患
者
の
知
ら
な
い
ま
ま
、
或
い
は
同
意
の
な
い
状
況
下
に
お
い
て
、
そ
の
患
者
か
ら
の

配
偶
子
、
受
精
卵
或
い
は
胚
を
他
の
患
者
に
提
供
し
、
或
い
は
科
学
研
究
に
用
い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
、
㈲
国
家
人
口
、
計
画
生

育
に
関
す
る
法
規
定
お
よ
び
条
例
の
規
定
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
夫
婦
お
よ
び
独
身
女
性
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い

こ
と
、
α
の
ヒ
ト
融
合
体
胚
試
験
研
究
を
禁
止
す
る
こ
と
、
⑮
ク
ロ
ー
ン
人
間
を
禁
止
す
る
こ
と
。
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2
　
「
ヒ
ト
精
子
庫
基
本
標
準
と
技
術
規
範
」

　
ま
ず
、
ヒ
ト
精
子
セ
ン
タ
ー
の
基
本
標
準
に
つ
き
詳
し
い
規
定
を
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
技
術
規
範
に
つ
い
て
、
「
精
子
庫
弁
法
」
の
規
定
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
細
か
い
規
定
を
置
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
精
子
の

提
供
者
は
中
国
国
籍
を
有
す
る
こ
と
、
自
分
の
精
子
を
保
存
す
る
場
合
、
生
殖
補
助
医
療
上
に
お
け
る
合
理
的
必
要
性
が
あ
り
、
生
殖

保
険
を
目
的
と
す
る
精
子
の
冷
凍
、
保
存
お
よ
び
融
解
の
リ
ス
ク
を
了
解
、
同
意
し
た
こ
と
、
な
ど
が
基
本
条
件
と
さ
れ
る
。

　
3
　
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
と
ヒ
ト
精
子
庫
倫
理
原
則
」
要
旨

　
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
の
実
施
で
き
る
医
療
機
構
に
は
、
生
殖
医
療
倫
理
委
員
会
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
、
社
会
学
、
法
学
、
生
殖
医
療
な
ど
の
専
門
家
お
よ
び
一
般
市
民
代
表
か
ら
な
る
。

委
員
会
は
医
学
倫



　
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
を
実
施
す
る
場
合
お
よ
び
ヒ
ト
精
子
セ
ン
タ
ー
は
、
以
下
の
よ
う
な
七
つ
の
倫
理
原
則
を
遵
守
す
る
こ
と
が
要

求
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ω
患
者
に
利
益
を
も
た
ら
す
原
則
、
②
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
原
則
、
㈲
子
孫
を
保
護
す
る
原
則
、

ω
社
会
公
益
原
則
、
⑤
プ
ラ
イ
バ
シ
i
原
則
、
⑥
商
業
化
を
厳
し
く
防
止
す
る
原
則
、
ω
倫
理
監
督
原
則
、
な
ど
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
、
顕
在
化
し
た
問
題
点
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論

　
中
国
衛
生
部
の
右
対
応
は
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
す
る
医
療
機
関
の
管
理
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
評
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
一
方
、
衛
生
部
の
右
規
定
は
あ
く
ま
で
医
療
機
関
に
適
用
さ
れ
る
部
門
の
行
政
規
則
で
あ
り
、
司
法
審
判
に
適
用
さ
れ

る
、
生
殖
補
助
医
療
に
関
す
る
明
確
に
規
定
す
る
法
律
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
現
実
に
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
顕
在
化
し
て
き
て

い
る
。
例
え
ば
、
イ
・
タ
象
・
ト
で
公
然
と
価
格
な
ど
を
明
示
し
て
代
理
出
産
を
募
集
し
て
い
る
広
告
が
多
く
出
て
統
・
仲
介
者

と
手
を
組
ん
で
不
正
に
人
工
授
精
な
ど
を
実
施
す
る
い
わ
ゆ
る
「
地
下
病
院
」
も
数
多
く
存
在
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
依
頼
者
と
代
理

妊
娠
者
が
違
法
に
同
居
に
よ
り
、
代
理
妊
娠
の
女
性
を
妊
娠
、
出
産
さ
せ
る
と
い
う
状
況
も
存
在
す
る
。
そ
し
て
近
年
、
人
工
授
精
、

代
理
出
産
を
め
ぐ
る
紛
争
も
出
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
生
殖
補
助
医
療
の
立
法
を
求
め
る
声
が
高
ま
り
、
顕
在
化
し

て
き
た
問
題
点
に
対
す
る
法
的
対
応
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。

（一

j
　
A
l
H
に
よ
る
人
工
授
精
・
体
外
受
精

　
A
I
H
に
よ
る
人
工
授
精
．
体
外
受
精
は
、
夫
婦
間
の
精
子
・
卵
子
を
用
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
法
律
上
に
お
い
て
特
に
問

題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
は
、
婚
姻
を
し
て
い
な
い
が
同
居
の
男
女
が
こ
の
技
術
を
利
用
し
て
妊
娠
す
る
ケ
ー
ス
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や
、
死
刑
囚
の
妻
が
人
工
授
精
で
夫
の
子
を
生
み
た
い
と
い
う
ケ
ー
ス
や
、
特
に
冷
凍
保
存
技
術
法
の
開
発
に
よ
り
、
妻
い
わ
ゆ
る
夫

の
精
子
に
よ
る
死
後
妊
娠
を
望
む
ケ
ー
ス
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
法
律
問
題
の
検
討
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
1
　
未
婚
で
同
居
し
て
い
る
男
女
が
利
用
で
き
る
か

　
中
国
の
「
婚
姻
法
」
に
よ
る
と
、
婚
姻
の
成
立
要
件
を
具
備
し
な
い
男
女
間
で
同
居
期
間
内
に
お
い
て
も
う
け
た
子
女
は
「
非
婚
生

為
」
と
さ
れ
る
・
今
日
で
は
・
「
婚
生
為
」
と
罪
婚
生
子
女
L
と
を
差
別
す
る
観
念
が
薄
く
な
・
て
き
て
い
る
が
、
芳
、
世

界
的
に
見
て
、
親
子
観
念
は
ま
す
ま
す
強
く
な
る
趨
勢
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
も
は
や
同
居
男

女
間
に
生
ま
れ
た
「
非
婚
生
子
女
」
の
地
位
を
特
に
強
調
す
る
必
要
は
な
く
な
っ
た
。
代
わ
り
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
非
婚
生
子
女
」

の
福
祉
が
保
護
さ
れ
る
か
が
最
も
関
心
的
課
題
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
同
居
男
女
の
A
I
H
人
工
授
精
か
体

外
受
精
で
生
ま
れ
た
子
の
福
祉
が
普
通
の
「
婚
生
子
女
」
と
同
じ
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
は
、
も
は
や
異
論
は
な
い
。

　
な
お
、
未
婚
で
同
居
し
て
い
る
男
女
に
は
A
I
H
人
工
授
精
・
体
外
受
精
を
実
施
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
賛
否
両
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

が
あ
る
。
婚
姻
し
て
い
る
夫
婦
に
限
っ
て
実
施
す
る
よ
う
に
立
法
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
有
力
の
よ
う
で
あ
る
が
、
根
拠
は
十
分
に
示

さ
れ
て
い
な
い
。
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2
　
夫
の
死
後
妊
娠
が
認
め
ら
れ
る
か

　
A
I
H
に
よ
る
人
工
授
精
・
体
外
受
精
は
必
ず
し
も
一
回
で
成
功
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
精
液
か
卵
子
或
い
は
受
精
卵
を

保
存
し
て
必
要
な
時
に
備
え
る
の
は
、
生
殖
補
助
医
療
に
お
け
る
通
常
の
臨
床
上
の
や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
保
存
し
て
い
る
期

間
内
に
お
い
て
夫
が
亡
し
、
妻
に
夫
の
精
子
を
人
工
授
精
し
て
出
産
し
、
ま
た
は
夫
婦
間
の
冷
凍
受
精
卵
を
妻
の
子
宮
内
に
移
植
し
て



出
産
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

　
こ
れ
に
関
し
て
、
現
行
法
律
に
は
規
定
が
な
い
。
ま
た
は
、
衛
生
部
二
〇
〇
三
年
修
訂
の
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
、
「
国

家
人
口
、
計
画
生
育
に
関
す
る
法
規
定
お
よ
び
条
例
の
規
定
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
夫
婦
お
よ
び
独
身
女
性
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施

し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
独
身
女
性
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
が
な
い
。
ま
た
、
夫
の
死
後
の
妻
は
独
身
女
性
で
あ
る

か
ど
う
か
、
人
工
生
殖
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
か
に
つ
い
て
、
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
多
数
説
は
、
生
ま
れ
た
子
の
福
祉
を
考
え
、

外
国
の
立
法
例
を
参
照
し
て
、
夫
の
死
後
妊
娠
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
多
数
説
は
賛
成
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
中
国
現
行
民
法
の
規
定
に
よ
る
と
、
自
然
生
殖
に
よ
る
親
子
関
係
は
自
然
血
族
と
擬
制
血
族
と
の
二
種
類
が
あ
る
。
自
然
血
族
は
さ

ら
に
「
婚
生
子
女
」
と
「
非
婚
生
子
女
」
に
分
か
れ
、
擬
制
血
族
は
さ
ら
に
「
養
子
女
」
と
扶
養
関
係
を
形
成
す
る
「
継
子
女
」
と
の

二
種
類
が
あ
る
。
自
然
血
族
の
親
子
関
係
の
確
立
は
、
血
縁
関
係
を
重
視
す
る
、
い
わ
ゆ
る
血
統
主
義
的
考
え
に
よ
る
。
即
ち
、
卵
子

の
提
供
者
と
精
子
の
提
供
者
は
子
女
の
母
と
父
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
生
殖
の
場
合
、
分
娩
者
は
当
然
卵
子
の
提
供

者
で
あ
る
た
め
、
母
親
の
身
分
は
分
娩
と
い
う
事
実
で
確
定
で
き
る
が
、
精
子
の
提
供
者
は
事
実
で
容
易
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
民
法
は
「
婚
生
子
女
」
と
罪
婚
生
子
女
」
と
璽
一
つ
の
概
念
を
作
り
出
し
・
「
婚
生
子
女
」
は
婚
生
推
定
匙
お
よ

び
婚
生
否
認
の
襲
に
よ
・
て
父
親
の
身
分
を
肇
・
・
「
非
婚
生
子
女
」
は
「
灘
」
お
よ
び
「
戦
薦
」
制
度
に
基
づ
い
て
父
親
の

身
分
を
確
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
母
親
が
婚
姻
し
て
い
る
な
ら
ば
、
婚
姻
中
に
懐
胎
し
て
生
ま
れ
た
子
は
「
婚
生
子
女
」
と
推
定

さ
れ
、
夫
の
子
と
推
定
す
る
。
夫
は
自
分
と
子
と
の
間
の
血
縁
関
係
を
疑
う
な
ら
ば
、
婚
生
否
認
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
子
と
の
間
に
血
縁
関
係
が
な
い
・
と
の
証
明
荏
を
負
量
融
・
母
親
は
結
婚
し
て
い
な
い
な
ら
ば
・
霧
沁
領
L
お
よ
び
「
準
正
」

制
度
に
基
づ
い
て
父
親
の
身
分
を
確
定
す
る
。
こ
こ
か
ら
見
え
る
よ
う
に
、
「
婚
生
子
女
」
と
「
非
婚
生
子
女
」
と
い
う
概
念
は
、
自
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然
血
族
の
父
親
の
確
定
す
る
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
一
方
、
擬
制
血
族
は
、
血
縁
関
係
が
な
い
人
間
が
、
民
法
上
の

養
子
縁
組
制
度
に
基
づ
き
形
成
し
た
養
父
母
、
養
子
女
関
係
、
ま
た
は
親
の
再
婚
に
よ
り
形
成
し
た
継
父
母
、
継
子
女
関
係
を
い
う
。

　
夫
の
死
後
に
お
い
て
妻
が
A
I
H
に
よ
る
人
工
授
精
で
生
ん
だ
子
女
は
、
婚
姻
存
続
期
間
内
に
受
胎
し
た
子
女
で
は
な
い
た
め
、

「
婚
生
子
女
」
と
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
、
受
胎
し
た
時
点
で
父
親
が
す
で
に
死
亡
し
て
お
り
、
父
親
か
ら
の
「
任
意

灘
」
或
い
は
裁
判
所
か
ら
の
「
強
制
灘
」
に
よ
り
父
親
の
身
分
を
確
定
す
る
・
と
も
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
も
し
父
禦

生
前
に
婆
口
の
形
で
、
の
よ
う
な
雲
目
方
式
を
用
い
て
自
分
の
子
を
残
し
た
い
意
思
を
表
明
し
た
場
A
口
、
黍
子
女
を
認
知
す
鍵
い

う
意
思
表
示
を
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
、
子
女
と
夫
と
は
法
律
上
の
父
子
関
係
が
生
じ
る
、
と
考
え
る
人
も
少
な
く
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

し
か
し
、
夫
の
死
亡
時
に
妻
が
受
胎
し
て
い
な
い
の
で
、
中
国
現
行
「
継
承
法
」
で
定
め
て
い
る
胎
児
の
財
産
相
続
遺
留
分
の
適
用
も

で
き
ず
、
生
ま
れ
た
子
に
は
父
親
の
財
産
を
相
続
す
る
権
利
は
な
い
。
さ
ら
に
、
中
国
現
行
「
民
事
訴
訟
法
」
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
夫

が
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
の
で
、
子
女
あ
る
い
は
母
親
が
父
子
関
係
を
確
認
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
権
利
も
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
現
行
「
婚
姻
法
」
お
よ
び
「
継
承
法
」
を
改
正
し
な
い
限
り
、
夫
の
死
後
妊
娠
で
生
ま
れ
る
子
供
の
権
益
の
保
護
は
ま
っ
た

く
で
き
な
い
し
、
ま
た
、
仮
に
そ
の
た
め
に
法
律
を
改
正
し
て
、
生
ま
れ
た
子
女
を
「
婚
生
子
女
」
と
認
定
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
子

女
は
実
質
的
に
父
親
の
存
在
し
な
い
環
境
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
事
実
も
変
わ
ら
な
い
の
で
、
や
は
り
夫
の
死
後
妊
娠
を

認
め
な
い
こ
と
が
、
子
供
の
福
祉
の
保
護
に
資
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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3
　
死
刑
囚
が
利
用
で
き
る
か

　
二
〇
〇
一
年
八
月
、
漸
江
省
舟
山
市
中
級
人
民
法
院
は
故
意
殺
人
罪
で
容
疑
者
羅
某
に
死
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
。
羅
某
が
漸
江
省

高
級
人
民
法
院
へ
控
訴
し
て
い
る
間
、
羅
某
の
妻
、
鄭
某
が
人
民
法
院
に
対
し
て
、
人
工
授
精
の
方
式
で
夫
と
の
子
供
を
生
み
た
い
と



い
う
請
求
を
し
た
。
一
審
法
院
は
前
例
の
な
い
も
の
と
し
て
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
鄭
某
は
漸
江
省
高
級
人
民
法
院
に
対
し
て
控
訴
し
た
。

こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
死
刑
囚
の
生
育
権
に
関
す
る
議
論
が
全
国
規
模
で
展
開
さ
れ
た
。

　
死
刑
を
い
ま
だ
廃
止
し
て
い
な
い
中
国
で
は
、
類
似
の
請
求
は
数
少
な
く
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
認
め
ら
れ
た
例
は
な
い
。
一
部
の
見

解
は
、
中
国
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
死
刑
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
段
階
で
は
、
容
疑
者
は
ま
だ
公
民
の
基
本
権
利
を
有
す
る
し
、
死
刑

判
決
が
確
定
し
た
と
し
て
も
、
犯
人
の
政
治
的
権
利
は
奪
わ
れ
る
が
、
生
育
権
、
財
産
相
続
な
ど
の
民
事
権
利
は
依
然
と
し
て
有
す
る

と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
多
く
の
見
解
は
、
死
刑
囚
が
生
殖
補
助
医
療
を
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ

の
理
由
は
傾
聴
に
値
し
よ
う
。
即
ち
、
ま
ず
、
生
殖
補
助
医
療
は
不
妊
症
患
者
の
治
療
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
り
、
死
刑
囚
が
生
育
権

を
行
使
で
き
な
い
の
は
、
不
妊
と
い
う
原
因
で
は
な
く
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
自
由
が
奪
わ
れ
た
と
い
う
法
的
制
裁
の
効
果
で
あ
る
。

も
し
、
男
性
死
刑
囚
の
こ
の
よ
う
な
生
育
権
の
行
使
を
認
め
る
な
ら
ば
、
女
性
の
死
刑
囚
に
も
そ
の
権
利
を
当
然
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
　
夏

兎
し
か
し
、
女
性
死
刑
囚
は
人
工
授
精
で
妊
娠
す
る
と
、
死
刑
の
執
行
が
で
き
な
く
麺
・
さ
ら
に
・
も
し
認
あ
る
な
ら
ば
・
生
ま

れ
た
子
供
の
福
祉
の
保
護
に
は
、
前
述
の
夫
の
死
後
妊
娠
の
場
合
よ
り
も
・
と
深
刻
な
問
題
が
生
じ
る
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
・
　
鞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勲

　
　
　
（
二
）
　
A
l
D
に
よ
る
人
工
授
精
．
体
外
受
精
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補

令
D
に
よ
る
人
工
授
精
・
体
外
受
精
の
場
合
に
、
法
律
上
、
蕃
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
・
生
ま
れ
た
子
の
嫡
出
性
で
あ
髄

る
・
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国

　
1
　
夫
の
同
意
が
存
在
す
る
A
l
D
に
よ
る
人
工
授
精
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中

　
A
I
D
に
よ
る
人
工
授
精
で
産
ん
だ
場
合
に
、
そ
の
子
に
法
的
な
父
子
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
、
夫
の
同
意
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
　
8
1



た
子
を
「
婚
生
子
女
」
と
推
定
す
る
と
い
う
傾
向
が
世
界
的
に
見
ら
れ
る
。
以
下
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
最
高
人
民
法
院
の
司

法
解
釈
も
こ
の
よ
う
な
立
場
を
表
明
し
た
。

　
一
九
九
一
年
、
王
某
と
楊
某
は
、
結
婚
後
一
年
経
っ
て
も
妊
娠
し
な
い
た
め
、
病
院
で
診
察
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
夫
の
楊
某
の
無
精

子
症
が
判
明
し
た
。
夫
婦
双
方
が
協
議
し
て
人
工
授
精
手
術
の
実
施
に
同
意
し
、
王
某
が
人
工
授
精
で
一
年
後
女
の
子
を
出
産
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
夫
婦
の
仲
が
悪
く
な
り
、
王
某
が
人
民
法
院
で
離
婚
を
求
め
た
。
双
方
は
離
婚
に
つ
い
て
は
異
議
が
な
い
が
、
娘

の
親
権
を
争
う
。
こ
れ
に
適
用
す
る
法
律
規
定
が
な
い
た
め
、
第
一
審
の
河
北
省
廊
坊
市
三
河
県
人
民
法
院
に
お
い
て
は
、
人
工
授
精

で
生
ま
れ
た
子
供
の
法
律
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
楊
某
は
生
育
能
力
が
な
い
の
で
子
供
の
親
権
を
有
す
べ
き
と
す
る
意
見
と
、
生
ま
れ
た

子
供
が
王
某
と
血
縁
関
係
も
な
く
、
楊
某
は
当
然
親
権
者
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
分
か
れ
て
い
た
。
一
九
九
一
年
七
月
八
日
、
最
高
人

民
法
院
は
こ
の
事
例
に
つ
き
、
「
夫
妻
関
係
の
存
続
し
て
い
る
期
間
内
に
お
い
て
、
双
方
が
人
工
授
精
手
術
を
一
致
し
て
同
意
し
た
場

合
、
そ
の
手
術
で
生
ま
れ
た
子
女
は
夫
妻
双
方
の
婚
姻
中
に
生
ま
れ
た
子
女
と
同
視
す
べ
き
で
あ
り
、
父
母
と
子
女
と
の
間
の
権
利
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

務
関
係
は
「
婚
姻
法
」
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
適
用
す
る
」
と
い
う
司
法
解
釈
を
出
し
た
。

82東洋文化研究10号

　
2
　
夫
の
同
意
の
存
在
し
な
い
A
l
D
に
よ
る
人
工
授
精

　
な
お
、
夫
の
同
意
に
基
づ
き
「
婚
生
子
女
」
と
推
定
し
た
A
I
D
に
よ
る
人
工
授
精
で
生
ま
れ
た
子
女
に
つ
い
て
、
夫
は
後
に
な
っ

て
婚
生
子
女
否
認
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
あ
ら
れ
る
か
は
、
も
う
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
子
の
法
的
地
位
の
安
定
を
図
る
と
い
う
観

点
か
ら
、
そ
の
否
認
権
の
行
使
を
認
め
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
夫
が
性
的
に
不
能
で
あ
る
場
合
の
、
夫
の
同
意
に
基
づ
く

「
婚
生
子
女
」
の
推
定
は
、
自
然
血
族
の
父
親
の
確
定
を
目
的
と
す
る
婚
生
推
定
と
は
強
度
の
同
じ
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
日
本
で
は
、
夫
が
性
的
不
能
で
あ
る
場
合
の
嫡
出
推
定
に
制
限
を
加
え
、
夫
が
A
I
D
に
同
意
し
妻
が
そ
れ
に
よ
り
出
産
し
た
子



を
夫
が
嫡
出
子
と
し
て
届
け
出
る
と
い
う
一
連
の
行
為
を
、
養
子
縁
組
の
予
約
と
そ
の
履
行
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
と
い

　
　
（
2
2
）

わ
れ
る
が
、
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
議
論
は
い
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
。
但
し
、
以
下
の
ケ
ー
ス
に
対
す
る
人
民
法
院
の
対
応
は
、
夫
の

同
意
に
基
づ
く
「
婚
生
子
女
」
の
推
定
に
つ
い
て
や
や
厳
し
い
要
件
を
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
原
告
の
叶
某
（
男
性
）
と
被
告
の
呉
某
（
女
性
）
は
結
婚
五
年
後
に
な
っ
て
も
妊
娠
で
き
な
か
っ
た
。
一
九
九
五
年
叶
某
は
生
育
能

力
な
し
と
診
断
さ
れ
た
。
一
九
九
六
年
、
人
工
授
精
に
つ
い
て
衛
生
行
政
部
門
の
許
可
の
な
い
診
療
所
で
、
呉
某
が
人
工
授
精
手
術
を

受
け
（
人
工
授
精
に
つ
き
明
確
な
法
律
規
定
が
な
い
ほ
か
に
、
正
規
医
療
機
構
で
人
工
授
精
手
術
を
受
け
る
手
続
き
が
煩
わ
し
く
、
費

　
　
　
　
　
（
2
3
）

用
も
極
め
て
高
い
た
め
、
裕
福
で
な
い
一
般
の
人
々
は
な
か
な
か
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
地
下
病
院
で
手
術
を
受
け
る
こ

と
も
少
な
く
な
い
）
、
翌
年
に
男
の
子
を
生
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
一
年
八
月
五
日
、
叶
某
が
福
建
省
安
渓
県
人
民
法
院
に
対
し

て
、
呉
某
と
離
婚
す
る
と
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
事
案
の
争
点
は
、
呉
某
の
人
工
授
精
に
つ
い
て
叶
某
は
事
前
に
お
い
て
同
意
し
た
か

ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
呉
某
は
、
叶
某
が
同
意
し
た
の
み
で
な
く
、
手
術
に
も
立
ち
会
っ
た
し
、
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
も

ず
っ
と
一
緒
に
子
育
て
を
し
て
き
た
と
出
張
す
る
。
し
か
し
、
叶
某
は
そ
の
事
実
を
否
認
し
て
、
訴
訟
を
提
起
す
る
前
に
始
め
て
子
供

が
人
工
授
精
で
生
ま
れ
た
子
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
呉
某
は
夫
婦
の
合
意
し
た
書
面
を
提
出
で
き
な
い
た
め
。
福
建

省
安
渓
県
人
民
法
院
は
、
本
件
男
の
子
は
確
か
に
叶
某
の
子
で
な
く
、
呉
某
も
合
法
的
手
続
き
で
人
工
授
精
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

明
で
き
な
い
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
子
供
の
扶
養
義
務
は
な
い
と
い
う
原
告
の
主
張
を
認
め
た
。

　
な
お
、
こ
の
判
決
に
関
連
す
る
法
令
と
し
て
、
衛
生
部
二
〇
〇
一
年
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
管
理
弁
法
」
第
一
二
条
は
、
「
ヒ
ト
補

助
生
殖
技
術
は
許
可
し
か
も
登
記
さ
れ
た
医
療
機
関
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
衛
生
行
政
部
門
の
許
可
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る

個
人
お
よ
び
機
関
も
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
た
だ
医
療
機
関

を
対
象
と
し
、
か
つ
遡
及
的
効
力
も
な
い
。
こ
の
事
案
で
は
、
夫
婦
双
方
の
協
議
書
を
提
出
で
き
な
く
て
も
、
他
の
事
実
に
基
づ
き
夫
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が
人
工
授
精
に
つ
き
同
意
し
た
事
実
を
推
測
出
来
る
。
妻
が
書
面
の
協
議
書
を
提
出
で
き
な
い
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
子
供
と
父
親
と

の
親
子
関
係
を
否
認
す
る
と
し
た
人
民
法
院
の
処
理
に
は
、
婦
女
と
児
童
の
合
法
的
権
益
の
保
護
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
一
部
の
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

者
は
批
判
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。

　
3
　
A
l
D
に
よ
る
体
外
受
精

　
　
ω
　
妻
卵
子
と
ド
ナ
ー
精
子
に
よ
る
体
外
受
精

　
こ
の
場
合
に
は
、
A
I
D
人
工
授
精
と
同
じ
よ
う
に
対
応
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
夫
の
同
意
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
生

ま
れ
た
子
は
夫
の
「
婚
生
子
女
」
と
推
定
さ
れ
る
が
、
夫
の
同
意
の
な
い
場
合
に
は
、
学
界
の
一
部
の
見
解
は
、
子
の
法
的
地
位
の
安

定
を
図
る
た
め
、
原
則
的
に
は
夫
の
「
婚
生
子
女
」
と
推
定
す
る
が
、
夫
は
法
律
の
定
め
た
期
間
内
で
婚
生
否
認
権
を
行
使
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

が
で
き
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
は
、
夫
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
妻
の
一
方
的
な
行
為
と
し
て
処
理
を
し
て
い
る

　
（
2
7
）

と
い
う
。

　
　
②
　
夫
精
子
と
ド
ナ
ー
卵
子
に
よ
る
体
外
受
精

　
こ
の
場
合
に
は
、
遺
伝
上
の
母
と
分
娩
の
母
と
が
存
在
す
る
の
で
、
ど
ち
ら
が
法
律
上
の
母
親
と
な
る
か
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
切
妊
娠
中
に
お
い
て
母
体
が
胎
児
の
必
要
な
栄
養
を
供
給
し
か
つ
妊
娠
者
で
あ
る
妻
が
胎
児
の
母
親
に
な
る
意
思

を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
生
理
的
お
よ
び
心
理
的
繋
が
り
は
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
、
分
娩
者
が
母
親
で
あ
る
と
す
る
見
解

と
、
ω
伝
統
的
血
統
主
義
的
考
え
方
が
母
親
の
確
定
を
分
娩
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
と
す
る
理
由
は
、
自
然
生
殖
で
は
、
分
娩
者
は
卵

子
の
提
供
者
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
工
生
殖
で
も
伝
統
的
血
統
主
義
を
徹
底
的
に
貫
徹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
卵
子
の
提
供
者
が

生
殖
細
胞
の
D
N
A
を
提
供
し
、
母
親
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
㈲
当
事
者
の
自
由
意
思
が
十
分
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
生
ま
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れ
た
子
の
母
親
に
な
る
と
い
う
意
思
を
有
す
る
も
の
が
母
親
で
あ
る
（
即
ち
、
卵
子
の
提
供
者
は
母
親
に
な
る
意
思
を
有
す
る
場
合
に

は
母
親
で
あ
る
）
と
し
て
、
当
事
者
の
意
思
表
示
に
よ
っ
て
確
定
す
べ
き
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
㈲
の
見
解
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
意
思
を
尊
重
す
る
と
い
う
点
は
理
解
で
き
る
が
、
生
ま
れ
た
子
の
地
位
の
安
定
に
対
す

る
配
慮
が
足
り
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
卵
子
の
提
供
者
と
分
娩
者
と
の
双
方
が
と
も
に
子
の
母
に
な
る
意
思
を
有
す
る
場
合

に
は
、
紛
争
が
解
決
で
き
な
い
。
ま
た
、
ω
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
分
娩
者
は
養
子
縁
組
手
続
き
に
基
づ
き
、
生
ま
れ
た
子

と
養
母
と
養
子
女
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
養
子
女
と
嫡
出
子
女
と
は
そ
の
権
利
義
務
が
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
な

が
ら
も
、
現
実
に
は
、
養
子
女
の
地
位
と
嫡
出
子
女
の
地
位
と
が
や
は
り
差
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
無
視
し
て
も
、
ω
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
も
し
卵
子
の
提
供
者
が
未
婚
の
女
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
ま
れ
た
子
は
父
親
の
な
い
「
非
婚

生
子
女
」
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
も
し
卵
子
の
提
供
者
は
婚
姻
し
て
い
る
な
ら
、
こ
の
場
合
、
卵
子
の
提
供
者
の
夫
は
婚
生

推
定
に
よ
っ
て
当
然
生
ま
れ
た
子
の
父
親
と
な
る
。
し
か
し
、
徹
底
的
血
縁
主
義
を
採
る
な
ら
ば
、
精
子
の
提
供
者
の
み
が
父
親
と
な

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
ω
㈲
の
見
解
を
採
用
す
る
合
理
性
は
な
い
。
現
在
、
ω
の
見
解
が
大
多
数
の
支
持
を
得
て

い
る
。

　
4
　
独
身
女
性
が
A
I
D
に
よ
る
人
工
授
精
・
体
外
受
精
を
利
用
で
き
る
か

　
現
代
社
会
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
に
よ
り
法
定
の
婚
姻
年
齢
に
あ
り
な
が
ら
も
婚
姻
を
選
択
せ
ず
（
或
い
は
離
婚
後
、
再
婚
を
選

択
せ
ず
）
、
独
身
生
活
を
選
ぶ
女
性
が
増
え
て
い
る
。
今
日
の
中
国
で
も
こ
の
よ
う
な
女
性
の
数
は
、
増
え
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
独
身
女
性
の
A
I
D
に
よ
る
人
工
授
精
・
体
外
受
精
で
子
を
持
つ
願
望
が
社
会
的
注
目
を
受
け
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
衛
生
部
は
、
二
〇
〇
一
年
に
施
行
さ
れ
た
「
生
殖
技
術
弁
法
」
に
お
い
て
、
生
殖
補
助
医
療
技
術
の
実
施
は
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国
家
計
画
生
育
政
策
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
を
設
け
て
、
独
身
女
性
が
生
殖
補
助
医
療
を
用
い
る
こ
と
に
消
極
的
な

態
度
を
示
し
た
（
第
三
条
）
。

　
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
十
二
月
二
十
九
日
第
九
回
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
第
二
五
回
会
議
で
審
議
さ
れ
、
二
〇
〇
二
年
九

月
に
施
行
さ
れ
た
「
中
華
人
民
共
和
国
人
口
と
計
画
生
育
法
」
第
一
七
条
は
、
公
民
は
生
育
権
利
を
有
す
る
と
規
定
し
、
中
国
の
「
婦

女
権
益
保
障
法
」
第
四
七
条
も
、
「
婦
女
は
国
家
の
関
係
あ
る
規
定
に
従
っ
て
子
女
を
生
育
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

以
上
の
法
律
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
独
身
女
性
に
子
を
生
育
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
的
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
一
時
期
、
多
く
の
人
は
、
法
定
結
婚
年
齢
に
あ
り
、
子
供
を
持
っ
て
い
な
い
独
身
女
性
が
生
殖
補
助
医
療
に
よ
っ
て
子
供

を
持
つ
願
望
は
国
家
の
「
ひ
と
り
子
」
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
な
い
こ
と
、
独
身
女
性
に
も
生
育
権
が
あ
り
自
分
の
生
活
方
式
で
生

き
て
い
く
権
利
が
あ
り
、
社
会
は
こ
の
よ
う
な
人
々
に
十
分
な
理
解
を
示
す
べ
き
と
し
て
、
衛
生
部
が
こ
の
よ
う
な
独
身
女
性
の
生
育

権
利
を
禁
止
す
る
規
定
を
つ
く
り
出
す
法
律
上
の
根
拠
は
な
い
と
批
判
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
お
い
て
、
中
国
吉
林
省
が
二
〇
〇
二
年
九
月
に
公
布
し
た
「
人
口
と
計
画
生
育
条
例
」
第
三
〇
条
第
二
項

は
、
明
確
に
「
法
定
婚
姻
年
齢
に
達
し
て
、
こ
れ
か
ら
結
婚
を
し
な
い
と
決
め
、
し
か
も
子
女
を
持
っ
て
い
な
い
女
性
は
、
合
法
的
医

療
補
助
生
育
技
術
手
段
を
利
用
し
て
一
人
の
子
女
を
生
育
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
規
定
し
た
。

　
吉
林
省
の
右
規
定
は
、
中
国
で
大
き
な
反
響
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
法
律
効
力
が
あ
る
か
、

そ
れ
は
衛
生
部
の
規
則
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
、
女
性
の
生
育
権
利
は
憲
法
の
定
め
た
基
本
権
利
で
あ
る
か
、
独
身
女
性
の
生

育
権
を
認
め
る
な
ら
ば
、
生
ま
れ
た
子
供
の
福
祉
は
ど
の
よ
う
に
保
障
さ
れ
る
か
、
な
ど
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
大
き
な
論
戦
が
行
わ
れ

た
。
見
解
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
結
果
論
に
い
う
と
、
多
く
の
見
解
は
、
吉
林
省
の
右
規
定
は
自
由
・
平
等
・
人
権
と
い
う
法
律
の

理
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
違
法
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
、
母
親
に
な
る
独
身
女
性
が
不
幸
な
で
き
ご
と
で
死
亡
し
た
場
合
、
未
成
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年
者
の
子
供
の
扶
養
問
題
、
独
身
女
性
が
そ
の
後
結
婚
す
る
と
き
さ
ら
に
生
育
権
の
行
使
が
で
き
る
か
（
一
人
子
政
策
と
の
衝
突
）
、

生
ま
れ
た
子
供
が
自
分
の
生
物
学
上
の
父
親
（
精
子
の
提
供
者
）
を
知
る
権
利
が
あ
る
か
、
知
る
権
利
が
な
い
場
合
、
生
ま
れ
た
子
供

が
自
分
と
血
縁
関
係
の
あ
る
異
性
と
結
婚
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
ど
う
対
応
す
る
か
、
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
な
い
ま
ま
で
、
そ
れ
を

施
行
す
る
な
ら
ば
、
生
ま
れ
る
子
供
の
権
益
は
保
護
さ
れ
な
い
。
即
ち
、
社
会
的
倫
理
、
法
律
な
ど
の
面
で
は
い
ま
だ
十
分
に
そ
れ
を

受
け
入
れ
ら
れ
る
用
意
が
で
き
て
い
な
い
、
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
（
耀
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
衛
生
部
二
〇
〇
三
年
修
訂
の
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
も
っ
と
明
確
に
、
「
国
家
人
口
、
計
画
生
育

に
関
す
る
法
規
定
お
よ
び
条
例
の
規
定
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
夫
婦
お
よ
び
独
身
女
性
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
規
定
を
置
き
、
独
身
女
性
に
生
殖
補
助
医
療
を
実
施
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
再
度
強
調
し
た
。
こ
れ
は
独
身
女
性
の
子
を
も

つ
権
利
と
、
子
供
の
権
利
、
お
よ
び
社
会
実
情
を
総
合
的
配
慮
し
た
合
理
的
措
置
と
評
価
で
き
る
。

夏

　
　
　
（
三
）
　
代
理
出
産
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吠

代
理
出
産
は
、
一
般
に
、
代
理
出
産
の
女
性
か
・
り
提
供
し
た
卵
子
と
夫
の
精
子
と
で
つ
く
り
だ
し
た
体
外
受
精
卵
を
使
う
場
合
（
借
瞭

り
腹
）
と
、
夫
妻
の
配
偶
子
を
用
い
て
つ
く
り
だ
し
た
体
外
受
精
卵
を
代
理
出
産
の
女
性
の
子
宮
内
に
移
植
す
る
と
い
う
方
法
募
絶
・
勘

右
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
衛
生
部
は
、
明
確
に
代
理
出
産
を
禁
止
す
る
立
場
を
取
り
続
け
て
い
る
が
・
法
律
に
明
確
な
規
定
が
な
い
蝿

た
あ
、
現
実
に
は
、
代
理
出
産
の
商
業
化
活
動
が
猛
威
を
振
る
．
て
い
る
と
い
う
深
刻
な
問
題
が
出
て
い
・
．
・
の
考
な
状
況
を
受
厩

け
て
、
目
取
近
、
現
状
も
、
代
理
出
産
に
対
す
る
社
会
か
・
り
の
需
要
度
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
・
」
と
か
・
り
、
状
況
が
変
化
し
つ
つ
あ
駄

る
。
す
な
わ
ち
、
代
理
母
は
卵
子
と
子
宮
と
の
両
方
を
提
供
す
る
生
ま
れ
る
子
の
実
質
上
の
母
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
女
性
に
親
権
を
　
中

放
棄
さ
せ
る
の
は
、
社
会
の
倫
理
道
徳
、
法
律
観
念
に
与
え
る
衝
撃
は
大
き
す
ぎ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
依
頼
者
夫
婦
の
受
精
卵
を
用
　
8
7



い
る
と
い
う
借
り
腹
に
関
し
て
は
、
社
会
的
需
要
を
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
外
国
の
立
法
例
を
参
考
し
て
、
中
国
で
も
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

す
る
よ
り
少
し
ず
つ
開
放
し
て
い
く
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
多
数
出
て
き
て
い
る
。

　
し
か
し
、
借
り
腹
を
認
め
る
な
ら
ば
、
再
度
、
分
娩
事
実
で
母
親
を
確
定
す
る
と
い
う
民
法
の
伝
統
的
原
則
、
い
わ
ゆ
る
血
統
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
。
そ
こ
で
、
学
界
で
は
以
下
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
卵
子
の
提
供
者
は
生
ま
れ
た
子
の
母
親
で
あ
る
と
す
る
血
統
説
ー
中
国
台
湾
地
区
の
「
人
工
生
殖
法
（
草
案
）
」
（
乙
案
）
は
こ

の
見
解
で
あ
る
。
②
分
娩
し
た
女
性
は
母
親
で
あ
る
と
す
る
子
宮
分
娩
説
　
　
分
娩
の
事
実
で
確
定
す
る
民
法
の
原
則
を
覆
す
こ
と
が

で
き
な
い
、
し
か
も
妊
娠
中
の
女
性
は
妊
娠
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
な
が
ら
胎
児
の
世
話
を
し
て
い
る
の
で
、
母
親
と
し
な
い
理
由
は
な

い
と
主
張
す
る
。
③
代
理
妊
娠
契
約
に
基
づ
き
確
定
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
契
約
説
－
契
約
に
お
い
て
受
精
卵
の
提
供
し
た
夫
婦
が
生

ま
れ
た
子
の
父
母
に
な
る
意
思
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
㈲
子
女
の
最
大
利
益
の
尊
重
と
い
う
観
点
に
も
と
つ
い
て
確
定
す
べ

き
と
す
る
子
女
最
善
利
益
説
　
　
こ
の
説
は
、
人
工
生
殖
補
助
医
療
で
生
ま
れ
た
子
の
父
母
の
確
定
を
、
離
婚
す
る
夫
婦
あ
る
い
は
未

婚
の
男
女
の
子
女
に
対
す
る
親
権
の
確
定
と
同
様
に
考
え
、
生
殖
補
助
医
療
に
お
け
る
親
子
関
係
も
、
子
女
の
最
大
利
益
を
基
準
と
し

て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　
夫
精
子
と
ド
ナ
i
卵
子
に
よ
る
体
外
受
精
に
関
し
て
は
、
分
娩
者
を
母
親
と
す
る
の
は
多
数
説
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
借
り
腹
に
関
し
て
は
、
同
じ
よ
う
に
分
娩
者
を
母
親
と
す
る
子
宮
分
娩
説
を
採
る
見
解
は
少
な
い
。
現
在
の
と

こ
ろ
、
契
約
説
と
子
女
最
善
利
益
説
と
が
比
較
的
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
代
理
妊
娠
契
約
に
関
し
て
は
、
こ

れ
が
家
庭
関
係
を
害
す
る
公
序
良
俗
に
反
蒸
・
ベ
ビ
！
を
目
的
物
と
し
て
社
会
道
徳
に
反
す
る
、
な
ど
の
否
定
的
な
見
解
（
代
理
妊

娠
契
約
否
定
説
）
が
あ
る
が
、
否
定
す
る
理
由
が
十
分
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
代
理
妊
娠
契
約
を
否
定
す
る
見
解
を
批

判
し
て
、
代
理
妊
娠
契
約
を
契
約
の
目
的
と
す
る
労
務
提
供
契
約
或
い
は
請
負
契
約
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
（
代
理
妊
娠
契
約
肯
定
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説
）
が
近
時
台
頭
し
て
き
た
。

　
一
方
、
契
約
説
と
子
女
最
善
利
益
説
に
対
し
て
批
判
す
る
見
解
（
批
判
説
）
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
契
約
説
は
私
的
自
治

の
法
的
精
神
を
重
視
す
る
も
の
と
は
い
え
、
社
会
的
秩
序
の
安
定
、
社
会
公
共
道
徳
を
維
持
す
る
た
あ
に
、
私
法
自
治
は
身
分
法
の
中

で
制
限
を
受
け
る
べ
き
で
あ
り
、
代
理
出
産
の
実
母
子
関
係
を
全
く
当
事
者
の
約
定
に
委
ね
る
の
は
身
分
法
の
一
般
原
則
に
違
反
す
る

と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
子
女
最
善
利
益
説
に
つ
い
て
、
借
り
腹
で
生
ま
れ
た
子
女
の
身
分
を
認
定
す
る
た
め
に
、
審
査
機
関
が
個
々
の

生
ま
れ
た
子
の
最
善
利
益
を
一
々
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
審
査
機
関
に
重
い
審
査
義
務
を
課
す
ほ
か
に
、
審
査
結
果
の
公
正
性
も

守
ら
れ
な
い
・
と
い
う
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
・
と
さ
縫
・

　
そ
こ
で
、
以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
身
分
法
の
伝
統
規
則
と
別
に
、
特
別
立
法
の
方
式
で
血
統
説
、
契
約
説
、
子
女
最
善
利
益
説

の
目
的
と
一
致
す
る
よ
う
な
内
容
を
規
定
し
、
即
ち
、
借
り
腹
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
子
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
夫
婦
の
婚
生
子
女
で
あ

る
こ
と
と
し
、
も
し
子
の
出
生
後
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
夫
婦
が
子
と
の
間
に
血
縁
関
係
を
有
し
な
い
と
い
う
事
実
が
発
覚
し
た
ら
、
そ
の

事
実
を
知
っ
て
か
ら
一
年
以
内
に
、
し
か
も
生
ま
れ
て
き
た
子
が
六
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
に
限
っ
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
夫
婦
は
、
婚
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鈎
）

否
認
の
訴
え
が
行
え
る
、
と
す
る
提
案
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
提
案
に
は
賛
成
で
き
な
い
実
親
子
関
係
は
、
「
そ
の
国
に
お
け
る
身
分
法
秩
序
の
根
幹
を
な
す
基
本
原
則
な
い

し
基
本
理
念
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
実
親
子
関
係
を
定
め
る
基
準
は
一
義
的
に
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
実
親

子
関
係
の
存
否
は
そ
の
基
準
に
よ
・
て
葎
に
決
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
艶
」
』
部
の
不
慧
者
の
自
分
の
也
俣
子
を
持
っ
て
い

る
子
、
し
か
も
法
律
上
に
も
実
子
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
と
い
う
願
望
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
現
行
身
分
法
の
分
娩
と
い
う
事
実
で

実
母
親
を
認
定
す
る
と
い
う
原
則
を
破
る
ま
で
、
特
別
認
定
基
準
を
作
り
出
す
理
由
は
な
い
。
身
分
法
秩
序
の
根
幹
を
不
安
定
に
す
る

か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
生
育
権
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
国
の
身
分
法
の
一
律
性
を
破
壊
す
る
ま
で
保
護
さ
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れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。
右
批
判
説
は
的
を
射
た
も
の
と
考
え
る
。

（
四
）
　
ク
ロ
ー
ン
人
間

　
こ
れ
ま
で
中
国
政
府
は
一
貫
し
て
、
ク
ロ
ー
ン
人
間
の
誕
生
を
目
指
す
生
殖
性
ク
ロ
！
ン
研
究
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
人
間
の
発
生

の
初
期
段
階
に
あ
る
胚
性
幹
細
胞
の
数
を
増
や
し
細
胞
の
再
生
能
力
を
高
あ
て
、
損
傷
を
受
け
た
組
織
や
臓
器
の
再
生
を
目
指
す
「
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

生
医
療
」
の
研
究
、
い
わ
ゆ
る
治
療
性
ク
ロ
ー
ン
研
究
を
容
認
す
る
立
場
を
取
っ
て
き
た
。
政
府
の
こ
の
態
度
に
対
し
て
は
、
法
曹
会

で
も
異
論
を
見
な
い
。
但
し
、
近
時
、
生
命
倫
理
学
分
野
で
は
、
科
学
研
究
は
立
ち
入
り
禁
止
地
区
が
な
い
、
ヒ
ト
の
科
学
を
追
求
す

る
精
神
は
阻
害
さ
れ
子
も
の
で
は
な
い
、
科
学
研
究
の
真
実
を
追
求
す
る
本
質
お
よ
び
そ
れ
の
持
っ
て
い
る
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
必

ず
時
代
に
遅
れ
て
い
る
倫
理
規
範
の
縛
り
を
破
り
、
倫
理
学
の
更
新
を
促
進
す
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
宣
揚
し
、
公
然
と
ク

ロ
！
ン
人
間
研
究
を
行
う
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
論
調
が
出
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
た
だ
科
学
研
究
の
利
益
お
よ
び
現
実
に
生
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

て
い
る
人
間
の
利
益
を
ひ
た
す
ら
追
求
し
、
ク
ロ
ー
ン
さ
れ
子
人
の
権
益
を
無
視
す
る
と
い
う
厳
し
い
批
判
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
論
戦
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
少
し
詳
細
に
ク
ロ
ー
ン
人
間
研
究
を
支
持
す
る
論
調
を
見
れ
ば
、
多
く
の
主
張
者
が
実
際
に
、
生
殖
性
ク
ロ
ー
ン
研
究
と
治

療
性
ク
ロ
ー
ン
研
究
と
の
違
い
な
ど
を
正
確
に
理
解
し
て
お
ら
ず
、
或
い
は
誤
解
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
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（
五
）
　
受
精
卵
の
法
的
地
位

　
体
外
受
精
が
一
回
で
成
功
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
卵
子
の
採
取
段
階
で
は
、
排
卵
誘
発
剤
投
与
に
よ
っ
て
卵

巣
か
ら
一
回
で
一
〇
～
二
〇
個
の
卵
子
を
排
出
さ
せ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
夫
婦
の
女
性
は
、
排
卵



誘
発
剤
の
投
与
に
よ
る
卵
巣
過
剰
刺
激
症
候
群
等
の
副
作
用
、
採
卵
の
際
の
卵
巣
、
子
宮
等
の
損
傷
の
リ
ス
ク
を
常
に
負
う
。
そ
こ
で
、

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
夫
婦
の
女
性
が
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
を
侵
し
て
受
精
卵
を
作
り
出
し
た
段
階
に
お
い
て
、
何
か
の
原
因
で
、
そ
の
受
精

卵
を
自
分
の
子
宮
内
に
移
植
が
出
来
な
く
な
っ
た
と
き
、
他
の
不
妊
の
女
性
が
採
卵
の
リ
ス
ク
を
避
け
る
た
め
に
、
自
分
の
受
精
卵
を

他
の
不
妊
女
性
に
提
供
し
て
も
い
い
か
、
ま
た
は
、
子
宮
に
戻
さ
れ
な
い
余
剰
の
受
精
卵
に
対
し
て
、
医
師
が
そ
れ
を
医
学
実
験
研
究

に
用
い
た
り
、
勝
手
に
処
分
し
た
り
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
体
外
受
精
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た
受
精
卵
は
ど
う

扱
わ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
も
実
際
に
、
受
精
卵
の
法
的
地
位
と
い
う
法
と
生
命
倫
理
に
お
け
る
一
番
基
本
的
問
題

で
あ
る
。

　
受
精
卵
は
人
の
生
命
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
受
精
卵
を
人
格
の
あ
る
人
の
個
体
と
し
て
見
る
べ
き
か
。
こ
の
問

題
に
関
し
て
、
法
律
と
生
命
倫
理
の
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
主
に
、
受
精
卵
が
人
間
の
主
体
性
を
有
す
る
と
す
る
見
解
（
自
然

人
説
）
と
、
受
精
卵
を
権
利
の
異
な
る
客
体
と
す
る
見
解
（
財
産
説
）
が
示
さ
れ
た
が
、
最
近
、
中
間
的
な
説
（
折
衷
説
）
も
出
て
き

た
。　

1
　
自
然
人
説
（
制
限
の
あ
る
自
然
人
）

　
こ
の
説
は
、
受
精
卵
を
胎
児
と
擬
制
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
陸
民
法
は
伝
統
的
、
殆
ど
胎
児
を
、
生
き
て
出
生
と
い
う
解
除
条

件
の
も
と
で
、
一
定
の
財
産
権
に
関
し
て
、
自
然
人
と
し
て
扱
っ
て
き
た
が
、
受
精
卵
の
法
的
地
位
も
胎
児
と
異
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
民
法
で
の
胎
児
に
関
す
る
右
規
定
は
、
排
卵
、
受
精
、
受
精
卵
の
着
床
、
出
産
と
い
う
一
連
の
事
実
は
す
べ
て
母
親
の

体
内
で
発
生
す
る
と
い
う
自
然
生
殖
方
式
を
前
提
と
し
、
胎
児
の
生
命
が
い
つ
発
生
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
議
論
す
る
こ
と
も
な
く
、

従
来
、
人
間
の
生
命
は
受
精
の
瞬
間
か
ら
霊
肉
全
一
体
と
し
て
の
人
格
が
あ
る
、
と
い
う
哲
学
や
宗
教
的
観
念
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
基
礎
と
す
る
（
以
下
で
は
受
精
説
と
い
う
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
工
生
殖
は
こ
の
よ
う
な
一
連
の
事
実
の
発
生
場
所
を
ば
ら
ば

ら
に
し
た
た
め
、
ど
の
段
階
の
受
精
卵
の
制
限
を
受
け
る
人
間
と
見
る
べ
き
か
、
そ
れ
が
受
精
の
瞬
間
か
或
い
は
着
床
の
時
か
、
と
い

う
問
題
が
出
て
く
る
。

　
発
生
学
で
は
、
着
床
前
の
受
精
卵
が
ベ
ビ
ー
に
成
長
す
る
確
率
が
僅
か
一
〇
～
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
神
経
細
胞
も
ま
だ
な
い

と
さ
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
こ
の
段
階
の
受
精
卵
は
苦
痛
を
感
受
す
る
こ
と
も
な
く
、
物
と
さ
れ
る
こ
と
に
道
徳
上
の
合
理
性
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
着
床
を
胎
児
の
人
格
の
発
生
時
と
考
え
る
の
が
、
着
床
説
で
あ
る
。
着
床
説
の
目
的
は
、
着
床
前
の
受
精
卵
を
科
学
研
究
に
使
う

た
め
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
で
一
九
八
八
年
に
制
定
さ
れ
た
「
生
殖
補
助
技
術
に
関
す
る
法
律
」
第
一
四
条
は
、
受
精
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

一
四
日
目
ま
で
の
受
精
卵
は
ヒ
ト
の
生
命
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
、
医
学
研
究
試
験
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
。
中
国

に
も
着
床
説
を
考
え
る
学
者
が
い
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
一
方
、
受
精
説
は
、
着
床
後
の
胚
が
初
め
て
胎
児
と
同
じ
権
利
を
有
す
る
と
す
る
の
は
、
自
然
生
殖
に
生
ま
れ
る
胎
児
の
人
格
開
始

時
と
の
不
一
致
を
も
た
ら
し
、
胎
児
の
間
で
不
平
等
を
作
り
出
す
と
批
判
す
る
。
こ
れ
が
的
を
射
た
批
判
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
受

精
説
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
ス
ペ
イ
ン
の
「
生
殖
補
助
技
術
に
関
す
る
法
律
」
は
右
に
述
べ
た
一
四
条
の
ほ
か
に
、
着
床
に
用
い

る
胚
の
数
を
制
限
す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
少
な
く
と
も
、
受
精
後
一
四
日
目
ま
で
の
胚
を
命
の
あ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
痕
跡
を
見
え
る
と
指
摘
し
て
、
受
精
後
一
四
日
目
ま
で
の
胚
は
命
の
あ
る
と
認
め
る
し
か
な
い
と
強
調
す
る
。

　
し
か
し
、
自
然
人
説
、
特
に
受
精
説
に
基
づ
く
自
然
人
説
に
よ
れ
ば
、
受
精
卵
の
提
供
も
、
余
剰
の
受
精
卵
を
医
学
実
験
研
究
に
用

い
た
り
、
処
分
し
た
り
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
こ
こ
で
分
か
る
よ
う
に
、
「
治
療
性
ク
ロ
ー
ン
研
究
」
を
禁
止
す
る
と
す
る
根
拠

と
な
る
の
も
自
然
人
説
で
あ
ろ
う
。
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2
　
財
産
説

　
人
は
自
分
の
体
を
支
配
す
る
所
有
権
が
あ
り
、
受
精
卵
を
含
め
る
体
の
器
官
、
組
織
は
人
の
身
体
財
産
で
あ
る
と
考
え
る
説
で
あ
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
受
精
卵
は
物
で
あ
る
た
め
、
所
有
者
は
そ
れ
を
自
由
に
人
に
提
供
し
た
り
、
処
分
し
た
り
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
個
別
の
判
例
（
｝
（
⇔
ω
ω
　
ノ
N
°
｝
（
曽
ω
ω
）
を
除
け
れ
ば
、
こ
の
説
を
支
持
す
る
立
法
例
は
殆
ど
な
い
と
い
う
。

　
3
　
折
衷
説

　
こ
の
説
は
、
ヒ
ト
の
受
精
卵
が
人
間
も
物
で
は
な
く
、
そ
れ
が
人
間
と
物
と
の
中
間
に
存
在
し
て
い
て
、
潜
在
的
・
萌
芽
的
な
人
と

し
て
の
尊
厳
性
を
有
し
、
そ
の
尊
厳
性
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
生
命
体
で
あ
る
、
と
す
る
。

　
現
在
、
世
界
で
、
生
殖
補
助
技
術
の
濫
用
を
禁
止
し
な
が
ら
も
、
余
剰
の
受
精
卵
（
胚
）
を
科
学
研
究
に
用
い
る
こ
と
を
認
め
る
と

す
る
法
律
は
、
受
精
卵
の
法
的
地
位
を
明
確
に
言
わ
な
く
て
も
、
実
際
に
殆
ど
こ
の
折
衷
説
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　
中
国
衛
生
部
は
、
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
管
理
弁
法
」
第
三
条
第
二
項
で
明
確
に
、
「
い
か
な
る
方
式
で
あ
れ
配
偶
子
、
受
精
卵
、
胚

を
売
買
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
は
新
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
に
お
い
て
も
、
生
殖
を
目
的
と
す
る
遺
伝
子

操
作
、
胚
の
提
供
の
禁
止
を
規
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
受
精
卵
の
萌
芽
的
な
人
と
し
て
の
尊
厳
性
を
認
め
る
立
場
を
表
明
す
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
管
理
弁
法
」
と
新
「
ヒ
ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
に
は
、
体
外
受
精
卵
（
胚
）
を

作
り
出
す
数
を
制
限
し
た
り
、
余
剰
す
る
受
精
卵
が
研
究
試
験
に
用
い
る
こ
と
を
禁
止
し
た
り
す
る
規
定
は
な
い
。
さ
ら
に
、
新
「
ヒ

ト
補
助
生
殖
技
術
規
範
」
は
、
減
数
出
産
を
認
め
、
国
家
人
口
お
よ
び
計
画
生
育
法
律
、
法
規
定
を
厳
し
く
守
る
こ
と
を
技
術
者
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

為
準
則
と
す
る
の
で
、
以
上
を
見
る
と
、
中
国
衛
生
部
の
部
門
規
則
は
典
型
的
折
衷
説
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
人
と
物
と
の
中
間
に
あ
る
受
精
卵
の
法
的
地
位
は
現
行
民
法
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
現
行
民
法
理
論
お
よ
び
将
来
の
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中
国
民
法
典
に
と
っ
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
き
な
課
題
を
残
し
て
い
る
。

四
、
終
わ
り
に

　
以
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
現
段
階
の
生
殖
補
助
医
療
を
あ
ぐ
る
議
論
は
幅
広
い
範
囲
で
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
一
方
、

議
論
の
背
景
と
な
る
基
礎
知
識
を
十
分
に
理
解
し
て
い
な
く
、
あ
る
い
は
法
律
論
と
い
う
よ
り
、
感
情
論
が
先
行
さ
れ
る
と
い
う
問
題

点
も
あ
る
と
思
う
。

　
特
に
、
生
殖
補
助
医
療
を
め
ぐ
る
立
法
論
に
は
、
ま
っ
た
く
患
者
の
個
人
権
利
保
護
を
念
頭
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
も
の

が
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
、
社
会
の
い
ろ
い
ろ
な
面
で
も
た
ら
す
利
益
、
不
利
益
お
よ
び
そ
の
比
較
考
量
、
ひ
い
て
は
、
自
国
固
有
の
法

律
的
構
造
と
の
関
係
、
社
会
の
法
秩
序
特
に
身
分
法
秩
序
の
安
定
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
場
合
の
合
理
的
対
策
、
社
会
一
般
大
衆
の
そ
れ

に
対
す
る
受
け
入
れ
の
程
度
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
を
充
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
傾
向
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は
、
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

場
経
済
の
実
施
に
伴
っ
て
、
医
療
制
度
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
が
、
社
会
医
療
保
険
制
度
、
医
療
側
の
責
任
保
険
制
度
が
ま
だ
確
立
さ
れ

て
い
な
い
一
方
、
医
師
患
者
関
係
の
悪
化
が
顕
在
化
し
て
き
て
、
患
者
の
権
利
意
識
も
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
と
い
う
中
国
の
現
状

に
影
響
さ
れ
て
い
る
由
来
と
考
え
る
。
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注
（
1
）
　
徐
国
椋
「
体
外
受
精
胎
胚
的
法
律
地
位
研
究
」
《
法
制
与
社

　
　
会
友
展
》
二
〇
〇
五
年
第
五
期
。

（
2
）
　
一
般
に
、
受
精
後
第
三
週
か
ら
第
八
週
ま
で
発
育
し
た
受
精

　
　
卵
を
胚
と
も
呼
ぶ
が
、
胚
の
分
類
方
法
に
よ
っ
て
受
精
後
一
週

　
　
間
か
ら
八
週
間
ま
で
発
育
し
て
い
る
受
精
卵
を
胚
と
い
う
こ
と

　
　
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
外
受
精
技
術
は
、
受
精
卵
－
胚
子

　
　
宮
内
移
植
と
も
言
わ
れ
る
。

（
3
）
　
精
子
ま
た
は
卵
子
は
配
偶
子
と
も
言
わ
れ
る
。
採
取
し
た
成

　
　
熟
卵
子
と
精
液
と
を
混
ぜ
て
直
ち
に
卵
管
内
に
送
り
込
む
方
法

　
　
は
配
偶
子
卵
管
内
移
植
と
い
う
。

（
4
）
　
採
取
し
た
成
熟
卵
子
と
精
子
と
を
受
精
さ
せ
、
受
精
卵
を
培

　
　
養
せ
ず
に
直
接
卵
管
内
に
送
り
込
む
方
法
。

（
5
）
　
顕
微
鏡
を
見
な
が
ら
卵
子
に
針
を
刺
し
て
精
子
を
送
り
込
み

　
　
受
精
さ
せ
る
方
法
。

（
6
）
　
受
精
卵
を
冷
凍
保
存
し
て
母
体
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
良
い

　
　
時
期
に
解
凍
し
て
子
宮
内
に
移
植
す
る
方
法
。

（
7
）
　
代
理
妊
娠
者
の
報
酬
は
学
歴
、
容
貌
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

　
　
大
体
三
万
元
か
ら
｝
○
万
元
ま
で
。
［
方
、
依
頼
者
を
募
集
す

　
　
る
広
告
で
は
、
依
頼
者
に
一
〇
万
元
か
ら
三
〇
万
ま
で
の
依
頼

　
　
費
を
要
求
す
る
ほ
か
、
さ
ら
に
高
い
仲
介
費
を
も
払
っ
て
も
ら

　
　
う
。
代
理
妊
娠
の
応
募
者
は
、
女
子
大
学
生
か
ら
離
婚
し
た
女

　
　
性
教
員
ま
で
で
あ
る
が
、
大
体
経
済
的
理
由
で
応
募
す
る
。
代

　
　
理
妊
娠
の
依
頼
者
は
不
妊
患
者
の
ほ
か
に
、
裕
福
で
ス
タ
イ
ル

　
　
を
保
持
す
る
た
め
と
い
う
人
も
い
る
。

（
8
）
　
婚
姻
手
続
き
を
し
て
い
な
い
男
女
の
同
居
中
に
生
ま
れ
た
子

　
　
を
指
す
。
日
本
で
は
「
非
嫡
出
子
」
に
当
た
る
。

（
9
）
　
男
女
が
婚
姻
中
で
生
ま
れ
た
子
と
い
う
意
味
で
、
日
本
で
は

　
　
「
嫡
出
子
」
に
当
た
る
。

（
1
0
）
　
張
燕
玲
「
箆
人
工
生
殖
子
女
父
母
身
分
之
駄
定
」
法
学
怜
壕

　
　
二
〇
〇
五
年
九
月
五
日
第
二
〇
巻
第
五
期
。

（
1
1
）
　
日
本
民
法
で
は
、
嫡
出
推
定
制
度
と
い
う
。

（
1
2
）
　
日
本
で
は
、
嫡
出
否
認
の
訴
え
と
い
う
。

（
1
3
）
　
日
本
民
法
の
認
知
制
度
に
当
た
る
。

（
1
4
）
　
日
本
民
法
で
い
う
「
準
正
」
と
同
一
の
概
念
。

（
1
5
）
　
な
お
、
子
の
子
女
の
「
婚
生
推
定
」
は
日
本
民
法
の
よ
う
に
、

　
　
夫
だ
け
が
一
年
以
内
に
嫡
出
否
認
の
訴
え
に
よ
っ
て
の
み
覆
す

　
　
こ
と
が
で
き
る
強
い
推
定
で
は
な
い
。
中
国
の
婚
姻
法
は
訴
訟

　
　
の
時
効
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
し
て
い
な
い
た
め
、
実
務
で

　
　
は
普
通
訴
訟
時
効
（
二
年
）
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
ま
た

　
　
は
、
妻
が
父
子
関
係
に
つ
い
て
婚
生
否
認
の
訴
え
が
で
き
る
か

　
　
ど
う
か
に
つ
い
て
、
明
確
な
規
定
が
な
い
た
め
、
理
論
上
に
も

　
　
実
践
中
に
も
受
理
す
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。

（
1
6
）
　
日
本
の
「
任
意
認
知
」
に
当
た
る
。

（
1
7
）
　
日
本
の
「
強
制
認
知
」
に
当
た
る
。

（
1
8
）
　
例
え
ば
、
胡
宝
珍
「
人
工
生
殖
的
父
母
子
女
関
係
研
究
」
雲

　
　
南
大
学
学
報
法
学
版
二
〇
〇
四
年
第
一
七
巻
第
五
期
。

（
1
9
）
　
即
ち
、
相
続
法
で
あ
る
。
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（
2
0
）
　
胡
宝
珍
「
人
工
生
殖
的
父
母
子
女
関
係
研
究
」
雲
南
大
学
学

　
　
報
法
学
版
二
〇
〇
四
年
第
一
七
巻
第
五
期
。

（
2
1
）
　
一
九
九
一
年
七
月
八
日
最
高
人
民
法
院
『
美
干
夫
妻
寓
婚
后

　
　
人
工
授
精
所
生
子
女
的
法
律
地
位
如
何
埆
定
的
夏
函
」
。

（
2
2
）
　
石
原
明
『
法
と
生
命
倫
理
二
〇
講
（
第
四
版
）
』
日
本
評
論

　
　
社
（
二
〇
〇
四
年
）
九
頁
。

（
2
3
）
　
生
殖
補
助
医
療
の
費
用
は
定
ま
っ
た
基
準
価
格
が
な
い
が
、

　
　
一
般
的
に
は
、
検
査
費
用
、
薬
物
費
用
、
手
術
費
用
を
合
計
し

　
　
て
、
一
回
実
施
の
費
用
は
一
五
〇
〇
〇
元
～
五
六
〇
〇
〇
元
位

　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
　
む

　
　
き

　
　
カ
カ
る
と
し
う

（
2
4
）
　
福
建
省
安
渓
県
人
民
法
院
「
二
〇
〇
一
」
安
民
初
字
第
二
四

　
　
三
号
民
事
判
決
書
。

（
2
5
）
　
胡
宝
珍
「
人
工
生
殖
的
父
母
子
女
関
係
研
究
」
雲
南
大
学
学

　
　
報
法
学
版
二
〇
〇
四
年
第
一
七
巻
第
五
期
参
照
。

（
2
6
）
　
張
燕
玲
「
琵
人
工
生
殖
子
女
父
母
身
分
之
杁
定
」
法
学
槍
娠

　
　
二
〇
〇
五
年
九
月
五
日
第
二
〇
巻
第
五
期
。

（
2
7
）
　
胡
宝
珍
「
人
工
生
殖
的
父
母
子
女
関
係
研
究
」
雲
南
大
学
学

　
　
報
法
学
版
二
〇
〇
四
年
第
一
七
巻
第
五
期
参
照
。

（
2
8
）
　
張
偉
「
杁
吉
林
省
“
独
身
女
性
可
生
育
子
女
”
対
談
公
民
生

　
　
育
枚
的
法
律
保
扮
」
河
北
法
学
第
二
一
巻
第
三
期
（
二
〇
〇
三

　
　
年
五
月
）
、
刻
志
剛
「
単
身
女
性
生
育
板
的
合
法
性
」
法
学
二

　
　
〇
〇
三
年
第
二
期
。

（
2
9
）
　
な
お
、
理
論
上
で
は
、
ド
ナ
ー
精
子
と
ド
ナ
ー
卵
子
で
出
来

　
　
た
受
精
卵
、
ド
ナ
ー
卵
子
と
夫
精
子
で
の
受
精
卵
、
ド
ナ
ー
精

　
　
子
と
妻
卵
子
で
の
受
精
卵
な
ど
を
代
理
妊
娠
の
女
性
の
子
宮
内

　
　
に
移
植
す
る
と
い
う
代
理
出
産
の
類
型
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実

　
　
践
中
で
は
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
余
り
見
当
た
ら
な
い
し
、
ま

　
　
た
は
受
精
卵
の
提
供
を
禁
止
す
る
と
す
る
は
一
般
的
で
あ
る
。

（
3
0
）
　
中
国
香
港
二
〇
〇
〇
年
六
月
二
十
二
日
公
布
し
た
「
人
工
生

　
　
殖
科
技
条
例
」
、
台
湾
地
区
の
「
人
工
生
殖
法
（
草
案
）
」
（
乙

　
　
案
）
は
す
で
に
、
借
り
腹
を
認
め
る
こ
と
と
す
る
。

（
3
1
）
　
張
燕
玲
「
琵
人
工
生
殖
子
女
父
母
身
分
之
杁
定
」
法
学
槍
坂

　
　
二
〇
〇
五
年
九
月
五
日
第
二
〇
巻
第
五
期
参
照
。

（
3
2
）
　
梁
慧
星
『
民
法
学
説
判
例
与
立
法
研
究
』
国
家
行
政
学
院
出

　
　
版
社
（
一
九
九
九
年
）
一
六
頁
。

（
3
3
）
　
蘇
瑞
元
「
代
理
孕
母
所
生
子
女
的
身
扮
認
定
」
（
台
湾
）
約

　
　
旦
法
学
雑
誌
一
九
九
八
、
（
三
八
）
　
六
六
。

（
3
4
）
　
張
燕
玲
「
蛤
人
工
生
殖
子
女
父
母
身
分
之
杁
定
」
法
学
槍
垢

　
　
二
〇
〇
五
年
九
月
五
日
第
二
〇
巻
第
五
期
参
照
。

（
3
5
）
　
タ
レ
ン
ト
の
向
井
さ
ん
夫
婦
が
米
国
で
借
り
腹
で
双
子
を
出

　
　
産
し
た
件
に
対
す
る
二
〇
〇
七
年
三
月
二
十
三
日
最
高
裁
判
所

　
　
判
決
の
要
旨
。

（
3
6
）
　
治
療
性
ク
ロ
ー
ン
研
究
を
管
理
す
る
た
め
に
、
中
国
科
学
技

　
　
術
部
と
衛
生
部
と
が
連
合
で
二
〇
〇
三
年
十
二
月
二
十
四
日

　
　
「
ヒ
ト
胚
幹
細
胞
研
究
倫
理
指
導
原
則
」
を
公
布
し
た
。

（
3
7
）
　
甘
紹
平
「
克
隆
人
一
不
可
遼
越
的
倫
理
禁
区
」
中
国
社
会
科

　
　
学
二
〇
〇
三
年
第
四
期
。

（
3
8
）
　
＜
＄
°
。
㊦
q
讐
δ
×
b
d
露
甑
①
質
o
b
°
。
貫
b
爵
．
徐
国
椋
「
体
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外
受
精
胎
胚
的
法
律
地
位
研
究
」
《
法
制
与
社
会
友
展
》
二
〇

　
　
〇
五
年
第
五
期
参
照
。

（
3
9
）
。
。
8
詔
爵
ぎ
涛
9
。
ρ
國
§
・
8
一
身
σ
q
田
§
胃
窒
甲

　
　
け
巨
ω
巨
b
。
・
節
巳
響
鷲
。
9
。
け
ぽ
弓
Φ
筈
登
。
σ
q
ざ
¢
9
＞
い
゜

　
　
国
Φ
〈
．
心
ρ
巳
O
°
。
刈
゜
徐
国
椋
「
体
外
受
精
胎
胚
的
法
律
地
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中国人工生殖ネト助医庁的現状

夏芸

摘要美子生殖補助医症的宴施，目前中国尚没有明碗的法律規定。近年来，

中国ヱ生部公布了一系列実施技ボ規萢、伶理原則等管理亦法。然而，由干

：E生部的管理亦法只是針対医症机杓実施輔助医症技未的行政管理規章，井

不能成力司法判断的法律依据，所以，現宴中利用生殖輔助医庁技木遊行商

並活劫等現象日益狽獄，己引起全社会対立法的　浸要求和美注。本文概述

了迭一現状，着重介鋸和探村了目前美干立法的各和児解。

111


